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学校感染症について 
 ⽇頃は、本校の取組について、ご理解とご協⼒を頂きありがとうございます。 

さて、学校保健安全法に基づき、お⼦様が学校感染症に指定されている病気にかかった場合、出席停
⽌の措置をとり、感染拡⼤防⽌に努めます。下記のような病気と診断されましたら、必ず学校に連絡を
していただきますようお願い致します。 
 
学校感染症の種類（学校保健安全法施⾏規則第 18 条） 

感染症の種類 出席停⽌の期間 

第
⼀
種 

エボラ出⾎熱、クリミアコンゴ出⾎熱、痘そう、
南⽶出⾎熱、ペスト、マールブルグ病 、ラッ
サ熱、急性灰⽩髄炎、ジフテリア、重症急性呼
吸器症候群、（病原体がコロナウィルス属ＳＡ
ＲＳコロナウィルスであるものに限る）、⿃イ
ンフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型に限る）、指定感染
症 新感染症 

治癒するまで 
 

第
⼆
種 

インフルエンザ 発症後５⽇を経過し、かつ解熱した後２⽇を経
過するまで 

新型コロナウイルス感染症 発症後５⽇を経過し、かつ、症状が軽快した後
１⽇を経過するまで。（無症状の場合は、検体
採取⽇から５⽇を経過するまでを基準とする） 

百⽇咳 特有の咳が消失するまで⼜は五⽇間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

⿇しん（はしか） 解熱した後３⽇を経過するまで 
流⾏性⽿下腺炎 ⽿下腺、顎下腺⼜は⾆下腺の腫脹が発現した後

５⽇を経過し、かつ全⾝状態が良好になるまで 
⾵しん 発しんが消失するまで 
⽔痘 すべての発しんが痂⽪化するまで 
咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後２⽇を経過するまで 
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで 

 

コレラ、細菌性⾚痢、腸管出⾎性⼤腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流⾏性⾓結膜炎、急性
出⾎性結膜炎、その他の感染症（溶連菌感染症、
ウイルス性肝炎、⼿⾜⼝病、伝染性紅斑、ヘル
パンギーナ、マイコプラズマ感染症、流⾏性嘔
吐下痢症など） 

症状により学校医その他の医師において感染
のおそれがないと認めるまで 

※第⼆種の出席停⽌期間については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認
めたときは、この限りでない。 


